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EUにおける環境持続可能性向上に関する政策と研究動向
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１．はじめに
　欧州及び地球規模で環境・気候問題が存在すると
の認識の下、欧州における環境・気候政策立案につ
いては、ますます、長期的な持続可能性目標によっ
て推進されるようになっています（EEA，2019）。
多くの点で進展が見られる一方で、EUの2050年ま
での長期ビジョンである「地球の限界（planetary�
boundaries）の範囲内で、良い生活を送る（living�
well）」を達成するためには、まだ多くのことが残
されていると指摘されています（OECD，2023）。
この地球の限界の概念は、スウェーデン・ストック
ホルムのレジリエンス・センター所長で環境学者の
ヨハン・ロックストローム氏を中心としたグループ
が提唱したものであり、地球上で人間が安全に生存
できる活動範囲や限界点を科学的に定義した概念
で、2015年に制定されたSDGs（持続可能な開発目
標）にも大きな影響を与えたとされています（１）。
　以下では、EU農業の環境持続可能性向上に向け
た規制等の概観後、農薬の持続可能な利用に向けた
取組に係る研究動向等を紹介します。

2．EU農業の環境持続可能性向上に向けた
規制等

　EU域内の農業の環境持続可能性を向上させるた
めに、EUでは、様々なイニシアティブ・規制・イ
ンセンティブが制定・適用されてきており、これら
は、環境持続可能性向上の側面から、あるべき農業
の方向性について指し示したものと言えます。
　現行のCAP（2023～27年）は、自然と農業の長
期的な持続可能性を支援し、「Farm�to�Fork（農場
から食卓まで）戦略」及び「EU生物多様性戦略
2030」（2020年公表）における目標を実行に移すた
め、クロス・コンプライアンスにおけるより高い環
境要件や、第一の柱におけるエコ・スキームの導入
を含む、新たな「グリーン・アーキテクチャ」が包
含（OECD，2023）される政策体系となっています。
中でもエコ・スキームは、自然や気候に優しい方法
で土地を管理する農家に金銭上の報酬を与えるもの
で、CAP規則では、各加盟国策定のCAP戦略計画
において同スキームが、気候（緩和と適応）、環
境（２）、動物福祉、抗微生物抵抗性のうち少なくと
も二つの行動分野をカバーすることを義務付けてい
ます（OECD，2023）。
　また、これ以外で、農業部門に対して環境上課さ
れる制約としての法規制をみると、例えば、大気汚
染 で は 国 別 排 出 上 限 指 令（National�Emission�

Ceilings�Directive）、温室効果ガス排出では努力分
担規則（Effort�Sharing�Regulation）や土地利用・
土地利用変化と林業（LULUCF）規則、水質では
水枠組み指令（Water�Framework�Directive）など
が例として挙げられます。
　しかし、OECD（2023）によると、これらの法規
制が設定した目標の下での進捗状況はまちまちであ
り、全般的には当初の目標を下回っているとされ、
このように進展が遅れている理由の一つとして、野
心と行動の間の「実施ギャップ（implementation�
gap）」が挙げられています。EUは、2000年代にお
ける東方拡大等に伴い、多様な産業構造、所得水準
の加盟国により構成される状況となっており、この
ようなEUの特殊状況を踏まえると、加盟国のさま
ざまな状況を反映させるために設けられた柔軟性メ
カニズムについては、農業者や加盟国が、より低コ
ストで実施しやすいアプローチを選択することを可
能とする一方で、持続可能性の改善には限界を与え
努力を弱めてきた（OECD，2023）と指摘されてい
ます。このようにEUにおいては、柔軟性と持続可
能性の達成の間で最適な両立を確保することが重要
と考えられます。

３．農薬の持続可能な利用に向けた取組に
係る研究動向

　続いて、農業部門における環境持続可能性向上に
向けた個別具体的な取組として農薬を取り上げ、そ
の研究動向に触れたいと思います。

（１）農薬の使用許可・販売に係る規制とその課題
　農薬の使用・販売については、1991年以来EUレ
ベルで規制されており（OECD，2023）、2009年に
は、農薬の持続可能な利用に関するEUテーマ別戦
略（2006年開始）に代わって、持続可能な農薬使用
指令（the�Sustainable�Use�of�Pesticides�Directive；
SUD）が施行されています。同指令の目的は、農
薬使用による人の健康や環境へのリスクと影響を低
減し、総合的病害虫管理（IPM）や、農薬の代替と
なる化学物質以外のアプローチや技術使用の促進を
通じて、農薬の持続可能な使用を達成することで
す。
　このSUDに基づき、加盟国は、農薬の持続可能
な使用をどのように達成するかを定めた国家行動計
画（National�Action�Plan；NAP）の策定が義務付
けられており、同計画には、農薬使用による環境へ
のリスクと影響を軽減するための定量的な目標、対
策、スケジュールを含むこととされています。しか
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し、NAPに基づく農薬の持続可能な利用の促進に
ついては、不十分な目標設定や（政府による）モニ
タリングの不十分さがその効果を低下させている

（OECD，2023）との指摘があります。
　目標設定に関しては、EC（2017）は、正確で測定
可能な目標が不足していると指摘しています。具体
的には、農薬リスク削減目標を全体的に定量化して
設定しているNAPは４か国（３）のみであり、さらにこ
れを環境リスクの指標と結びつけているのは２か
国（４）のみとなっています。こうした正確で測定可能
な 目 標 不 足 と の 課 題 の 存 在 に も か か わ ら ず、
Helepciuc�and�Todor（2022）では、現行のSUDの下
では、測定方法の提起や、目標の導入に向けた時間
軸を示すことができていない旨が指摘されています。
　当局によるモニタリングに関しては、Remáč

（2018）は、農薬が環境や人の健康に及ぼす影響の
モニタリングが限られており、NAPの影響評価は
困難であると指摘しています。現行の規制体系の下
では、農業者は農薬の使用記録を保管するよう義務
付けられていますが、政府が農薬利用者からこれら
の記録を収集する法的義務はありません。

（２）課題解決に向けた取組
　測定可能な目標設定、モニタリングに関して課題
が指摘されていますが、解決に向けた動きも見られ
ます。前者については、2019年にEU全体として最
初となる基準リスク指標（harmonised�risk�indicator）
が公表され、2011年から13年までの農薬使用のベー
スラインと、販売データに基づく2011年から2019年
までのトレンドが設定されました。このような動き
を通じて、EU域内において正確な測定が可能な目
標設定に係る課題が促進されることが期待されま
す。モニタリングに関しては、改正農業投入産出統
計規則2022／2379に基づき、2025年から加盟国の報
告義務を強化することが予定されています。これは
EU域内の各加盟国に対して農場単位で農薬使用
データを収集し報告を求めるもので、2026年から農
薬使用に関する年次データの収集を求めることが予
定されています（OECD，2023）。この結果、植物
保護製品の使用について加盟国当局が記録簿を保有
することとなり、モニタリング機能の強化が期待さ
れます。

（３）経済的持続可能性との両立
　環境持続可能性の向上は、経済的持続可能性との
両立が確保される必要がありますが、Ramboll�and�
Arcadia�International　（2021）は、農薬削減目標
実現に向けた取組がもたらす経済的影響の予測には
大きな不確実性があるとしています。Bremmer�et�
al.�（2021）によると、2030年の農薬削減目標実現に
向けた取組に伴う収量減少の推定値は、専門家の意
見に基づくと、永続的作物では７～30%、一年生畑
作物では０～15%と幅があると指摘されています。
このように経済的影響に幅がある要因の一つとし
て、農薬の代替品に係る利用可能性をどの程度見積
もるかが挙げられると考えられます。代替品の利用
可能性を高める手段として技術革新があり、その可

能 性 を 正 確 に 見 積 も る こ と は 難 し い で す が、
Lechenet�et�al.�（2017）の研究に示されているよう
な、フランスの先進的農場が収益性を維持しながら
農薬使用を削減した例に示されているように、大き
なものになる可能性があるということは指摘できる
と考えられます。

４．まとめ
　EUにおいては、SUDに代わる新たな持続可能な
農薬使用規則（SUR）（2022年６月欧州委員会提案）
について、農業界の反発等の中、2024年２月に欧州
委員会から撤回の意向が示されました。環境持続可
能性と食料安全保障・農業生産の両立確保に向け、
欧州の動向に我が国としても注視する必要があると
考えられます。

注
（１）SDGs� message� collection;� https://gliese.co.jp/sdgs/

glossary/planetary_boundaries.html
（２）�具体的には、水質の保護又は改善、水資源への圧力の軽減、

土壌劣化の防止、土壌の回復、土壌肥沃度の改善と栄養管
理、生物多様性の保護、生息地又は種の保全・回復、農薬
の使用削減又は持続可能な使用。

（３）デンマーク、フランス、ドイツ、ルクセンブルク。
（４）デンマーク、ドイツ。
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